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山口県 下関市 下関市教育委員会教育部学校教育課 083-231-1570 kigakkok@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/158129
6015012/index.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ 保護者宛にメールで告知

山口県 宇部市 宇部市教育委員会総務課 0836-34-8604 ed-soumu@city.ube.yamaguchi.jp
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kosodate/teate/shuu
gakuenjo/index.html ○ ○ ○ ○

山口県 山口市 山口市教育委員会学校教育課 083-934-2862 gakko@city.yamaguchi.lg.jp https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/kodomo/1728.html ○ ○ ○ ○ ○ 広報番組やラジオで制度を周知、学校便りに就学援助の記事を掲載するよう依頼。
山口県 萩市 萩市教育委員会学校教育課 0838-25-3141 gakkyou@city.hagi.lg.jp http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/87/h34140.html ○ ○ ○ ○ ○

山口県 防府市 防府市教育委員会学校教育課学務係 0835-25-2493
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/38/syugaku.
html ○ ○ ○ ○ ○

山口県 下松市 下松市教育委員会学校教育課 0833-45-1868 gakkou@city.kudamatsu.lg.jp
https://www.city.kudamatsu.lg.jp/gakkou/kyouiku/gakky
ou/gakuji/gakuji1.html ○ ○ ○ ○ ○

山口県 岩国市 岩国市教育委員会学校教育課 0827-29-5204 gakkou@city.iwakuni.lg.jp https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/52/33819.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度中に認定を受けていた世帯には、郵送にて申請の案内をしている

山口県 光市 光市教育委員会教育総務課経理係 0833-74-3601 soumu@edu.city.hikari.lg.jp
https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/9/kyoikusomu/kosod
ate/1/2655.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

山口県 長門市 長門市教育委員会学校教育課 0837-27-0320 gakumu@city.nagato.lg.jp
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/31/1451.ht
ml ○ ○ ○ ○ ○

山口県 柳井市 柳井市教育委員会学校教育課 0820-22-2111 gakkokyoiku@city-yanai.jp https://www.city-yanai.jp/soshiki/26/shugaku.html ○ ○ ○

山口県 美祢市 美祢市教育委員会教育総務課 0837-52-5260 kyouikusoumu@city.mine.lg.jp
http://www2.city.mine.lg.jp/www/contents/13160654799
17/index.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

山口県 周南市 周南市教育委員会学校教育課 0834-22-8543 ed-gakkyo@city.shunan.lg.jp https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/58/1273.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度中に認定を受けていた世帯には、郵送にて申請の案内をしている。

山口県 山陽小野田市 山陽小野田市教育委員会事務局学校教育課 0836-82-1202 gakkou@city.sanyo-onoda.lg.jp
https://www.city.sanyo-
onoda.lg.jp/soshiki/38/syuugakuenjyo.html ○ ○ ○ ○ ○ 小・中学校入学通知書に就学援助制度の申請書等を同封して、保護者に送付。

山口県 周防大島町 周防大島町教育委員会学校教育課学校教育班 0820-78-2204 gakkou@town.suo-oshima.lg.jp
https://www.town.suo-oshima.lg.jp/kyouiku-
gakkou/20170407.html ○ ○ ○

山口県 和木町 和木町教育委員会事務局 0827-53-3123 kyoiku@town.waki.lg.jp
http://www.town.waki.lg.jp/life/detail.html?navi=23&lif_i
d=4374 ○ ○ ○

山口県 上関町 上関町教育委員会教育文化課総務係 0820-62-0245 kyouiku2@town.kaminoseki.lg.jp ○ ○

山口県 田布施町 田布施町教育委員会 学校教育課 0820-52-5812 gakkoukyoiku@town.tabuse.yamaguchi/jp
https://www1.g-
reiki.net/tabuse/reiki_honbun/m431RG00000579.html ○ ○ ○ ○ ○ 申請時期（４～５月）に町ホームページへ申請情報を掲載。

山口県 平生町 平生町教育委員会学校教育課 0820-56-6083 kyouiku1@town.hirao.lg.jp
http://www.town.hirao.lg.jp/kosodate/teate/1458624567
902.html ○ ○ ○ ○

山口県 阿武町 阿武町教育委員会 08388-2-0501 kyoui07@town.abu.lg.jp http://www.town.abu.lg.jp/guide/shugakuenzyoseido/ ○ ○ ○ ○

Ⅰ 令和２年度就学援助制度の実施について

カ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

キ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

ケ．その
他
→（２）

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）
①都道府県 ②市区町村名

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で就
学援助制
度の書類
を配布

オ．学校
の入学説
明会で就
学援助制
度の書類
を配布

（２）ケの内容
１．就学援助制度の周知方法
（１）就学援助制度の周知方法について（あてはまるもの全てに○）
ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類ととも
に配布

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用）
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山口県 下関市

山口県 宇部市

山口県 山口市
山口県 萩市

山口県 防府市

山口県 下松市
山口県 岩国市

山口県 光市

山口県 長門市
山口県 柳井市

山口県 美祢市
山口県 周南市

山口県 山陽小野田市

山口県 周防大島町

山口県 和木町
山口県 上関町

山口県 田布施町

山口県 平生町
山口県 阿武町

①都道府県 ②市区町村名

Ⅱ 自由記述欄

ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他
→（２）

ア．令和
元年度
（令和２
年度新入
学分）以
前

イ．令和
２年度
（令和３
年度新入
学分）

ウ．令和
３年度
（令和４
年度新入
学分）以
降

エ．未定 ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他
→（２）

ア．令和
元年度
（令和２
年度新入
学分）以
前

イ．令和
２年度
（令和３
年度新入
学分）

ウ．令和
３年度
（令和４
年度新入
学分）以
降

エ．未定
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○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
学校休業期間中の給食費相当額を昼食費支援金として支給した（令和２年４～５
月分を対象）。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

・通学距離が小学生４㎞以上、中学生６㎞以上の場合、通学費（バス代・自転車
購入代等）の補助を行っている。（教育総務課担当）
・子育て支援課が実施している「子ども医療費助成制度」において、小学生の医
療費自己負担分を助成している。【所得制限なし。就学援助医療券・生活保護医
療・スポーツ振興センター・福祉医療（重度心身障害者・ひとり親）の方が優先
する】
・子育て支援課が実施している「放課後児童クラブ」事業において、市民税非課
税世帯及び生活保護受給世帯の利用負担金を減免している。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

Ⅰ 令和２年度就学援助制度の実施について

＜小学校＞① 実施・検討状況について ＜小学校＞②
①でアと回答･･･入学前支給を導入した時期
①でイと回答･･･導入開始を検討（予定）してい
る時期

＜中学校＞③ 実施・検討状況について

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する貴市区町村の取
組・対応について，これまでの回答への補足

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）
（２）
（１）①及び③のエの内容

（１）令和２年７月時点の貴市区町村の実施（検討）状況について（あてはまるもの１つに○）
＜中学校＞④
③でアと回答･･･入学前支給を導入した時期
③でイと回答･･･導入開始を検討（予定）してい
る時期


